
遊休不動産を
活用しませんか？

中心市街地の 鳥取市リノベーションまちづくり
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「鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度」
を開始しました！

こんな思いをお持ちの方に

遊休不動産を使って事業をしたい！

事業を始めたい人のために遊休不動産を提供したい！
※遊休不動産：空き家、空き店舗等建築物の空き物件及びその敷地、空き地、月極駐車場等の低未利用地

◎お問い合わせ先： 鳥取市都市整備部まちなか未来創造課  鳥取市幸町71番地 鳥取市役所本庁舎５階
TEL：0857-30-8331　FAX：0857-20-3953　E-mail：machinakamirai@city.tottori.lg.jp

お気軽にお問い合わせください！



鳥取市まちなか遊休不動産活用マッチング制度
～制度の流れ～

～利用の要件・留意点～

○「遊休不動産を活用して事業を行おうとされる方（遊休不動産活用希望者）」又は「遊休不動産を活用

　する事業のために遊休不動産を提供しようとされる方（遊休不動産提供希望者）」に申請書を提出し

　ていただき、審査のうえ情報の登録及びウェブサイト等での公開を行います。

○公開された登録情報により条件に合う遊休不動産活用希望者又は遊休不動産提供希望者が現れた

　場合は、双方に連絡を取り、引き合わせの場を設定します。

○当事者間で交渉していただき、契約を締結された場合は、契約締結報告書を提出していただきます。

・中心市街地の魅力向上や地域課題の解決に寄与するものであること。

・遊休不動産の活用が単に自らの居住を目的とした住居としてのみの活用でないこと。

・利用目的が公序良俗に反しない、かつ政治、宗教活動等でないこと。

・活用する遊休不動産に関する売買又は賃貸借の交渉及び契約の締結については、市は関与しません。

・物件の調査や契約交渉には専門的知識が必要です。

トラブル防止のため、宅地建物取引業者へ媒介を依頼されることをおすすめします。

鳥取市窓口

❺引き合わせ

　❻マッチング成立

遊休不動産活用希望者 遊休不動産提供希望者

テナント情報提供

❶申請

❷登録・情報公開
❸双方の情報を閲覧

❹相談

❶申請

マッチング成立に向けた
相談体制

・住もう鳥取ネットとの連携
・市のアドバイザー派遣制度
・専門家派遣
  （利活用推進協議会）

・資金調達に関する相談
  （リノベーション投融資制度紹介）

※中心市街地内での運用に限る
※登録期間は1年間 → 再申請も可能
※申し込み時点で不動産業者と媒介
　契約している物件は登録不可

❶遊休不動産活用希望者・提供希望者の登録申請

❷登録・情報公開

❸登録情報の閲覧

❹条件に合う物件・活用希望者があれば鳥取市
　窓口に相談

❺それぞれに連絡、引き合わせ

❻マッチング成立（NGな場合は他の情報を提供）

❼契約の交渉 ※必要に応じて「住もう鳥取ネット」に相談
　（宅地建物取引業者による媒介をお勧めします）

❽契約締結報告書、登録抹消申請書を提出

❾活用希望者は概ね1年後に事業経過報告書を提出
　※事業が1年未満の契約の場合は事業完了時に提出

❼契約の交渉
❽契約締結・書類提出
❾活用希望者のみ
事業経過報告書提出

審査

契約締結

お気軽にお問い合わせください！

◎お問い合わせ先： 鳥取市都市整備部まちなか未来創造課  鳥取市幸町71番地 鳥取市役所本庁舎５階
TEL：0857-30-8331　FAX：0857-20-3953　E-mail：machinakamirai@city.tottori.lg.jp


